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わたしの

見てある記見てある記

　表２　　　市民説明会の開催日程

会　　場日　　時

東久留米団地

第２・３集会所

１月２２日（土）

午前１０時～正午
第１回

西部地域センター

第２・３講習室

１月２２日（土）

午後２時～４時
第２回

南部地域センター

第１・２講習室

１月２３日（日）

午前１０時～正午
第３回

　

市
内
に
は
現
在
、
ひ
ば
り
が
丘
･
上
の
原
・
滝
山
の
３

つ
の
出
張
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
出
張
所
事
務
の
評
価
・

検
証
は
、　

年
度
経
営
方
針
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
重
要

１６

課
題
の
一
つ
で
す
。
庁
内
に
設
置
し
た
「
出
張
所
事
務
調

整
連
絡
会
」
は
こ
の
ほ
ど
検
討
を
重
ね
、「
出
張
所
事
務
見

直
し
基
本
計
画
」（
報
告
書
）
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。
こ

の
報
告
書
で
は
、
社
会
環
境
の
変
化
に
対
応
す
べ
く
、
条

例
に
基
づ
く
出
張
所
を
廃
止
し
、
衣
替
え
し
た
サ
ー
ビ
ス

拠
点
と
し
て「
地
域
連
絡
所
」の
設
置
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ご
質
問
・
ご
意
見
は
電
話　

・
７
７
２
２
、
フ
ァ
ク
ス

７０

　

・
７
８
０
５
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
市
民
課
へ
。

７０

◆市民課メールアドレス
shimin@city.higashikurume.lg.jp

　表１　　出張所の事務取り扱いの現状（１５年度）

ひばりが丘・
上の原・滝山出張所

市民課
（市役所本庁舎）

２,１２４ １２,４７０
住民異動届
受付件数（件）

５１,６５１ 

（母子手帳・税証明含む）

１２３,３２６

（自動発行機分を含む）

諸証明書
交付件数（件）

２７７,７２８ 

（別に滝山出張所内の

西武信用金庫収納分あり）

―――
公金等収納額
（千円）

１２

（うち嘱託３名）

２２

（うち嘱託１名、

管理職除く）

職員配置数
（名）

　

出
張
所
は
地
方
自
治
法
に
設
置

これまでのこれまでの
出張所の出張所の
位置付け位置付け

を
で
き
る
旨
の
規
定
が
あ
り
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
市
役
所
ま
で
出
向

か
な
く
て
も
済
む
程
度
の
簡
易
な

事
務
を
行
う
市
役
所
の
延
長
と
い

う
位
置
付
け
で
す
。
当
市
の
場
合

は
、
昭
和　

年
〜　

年
の
間
に
、

３４

４４

大
規
模
な
公
団
住
宅
が
市
域
縁
辺

部
に
建
設

さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、

ひ
ば
り
が

丘
、
上
の

原
、
滝
山

の
順
に
３

つ
の
出
張
所
が
置
か
れ
ま
し
た
。

当
時
は
、
道
路
･
交
通
網
・
生
活

イ
ン
フ
ラ
が
立
ち
遅
れ
、
そ
の
環

境
の
中
で
「
身
近
な
町
役
場
、
市

役
所
」
と
し
て
、
出
張
所
は
地
域

の
方
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
報
告
書
の
全
文
を
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー（
市
役
所
２
階
）で
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。
ま
た
、
表
２
の
日
程

で
市
民
説
明
会
を
３
回
開
催
し
ま

す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
踏

ま
え
て
、
市
と
し
て　

年
３
月
を

１７

め
ど
に
基
本
計
画
を
決
定
し
て
い

き
ま
す
。

計画の進め計画の進め
方について方について

出張所運営の出張所運営の
現状と課題現状と課題

　

現
在
、
出
張
所
で
扱
っ
て
い
る

事
務
を
大
き
く
分
類
す
る
と
、
①

転
出
入
届
の
受
理
に
代
表
さ
れ
る

登
録
等
受
付
事
務
②
住
民
票
の
写

し
な
ど
の
諸
証
明
書
交
付
事
務
③

市
税
な
ど
の
公
金
収
納
事
務
④
そ

の
他
各
部
署
へ
の
取
り
次
ぎ
業
務
、

の
４
つ
に
区
分
で
き
ま
す
。
こ
の

中
で
も
特
に
市
民
の
出
張
所
利
用

目
的
と
し
て
多
い
の
が
、
諸
証
明

書
の
交
付
申
請
と
税
金
な
ど
の
納

付
で
す
（
現
状
に
つ
い
て
は
表
１

参
照
）。

　

３
出
張
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る

職
員
は　

名
（
う
ち
嘱
託
職
員
３

１２

名
）
で
、
出
張
所
だ
け
の
総
人
件

費
が
お
よ
そ
８
９

０
０
万
円
で
す
。

こ
れ
は
出
張
所
の

運
営
費
の
９
割
以

上
を
占
め
て
い
ま

す
。

　

出
張
所
の
所
管

区
域
は
条
例
で
定

め
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
市
の
住

民
記
録
オ
ン
ラ
イ

ン
シ
ス
テ
ム
の
稼

働
（
昭
和　

年
）

５９

と
、
全
国
の
住
民

　

現
在
の
出
張
所
を
廃
止
し
、
地

域
連
絡
所
へ
移
行
す
る
時
期
は　
１８

年
５
月
中
と
し
て
い
ま
す
。
各
連

地域連絡所の地域連絡所の
運営運営

絡
所
は
再
雇
用
職
員
・
臨
時
職
員

等
を
２
〜
３
名
配
置
し
、
週
に
４

日
開
設
し
ま
す
。
取
り
扱
い
業
務

は
①
諸
証
明
書
交
付
事
務
②
公
金

収
納
事
務
③
そ
の
他
各
部
署
へ
の

取
り
次
ぎ
業
務
と
な
り
ま
す
。
地

域
と
市
役
所
と
を
結
ぶ
身
近
な
行

政
窓
口
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

ま
た
、
現
行
の
事
務
を
絞
り
込

み
従
事
職
員
を
減
ら
す
こ
と
で
、

現
在
の
出
張
所
に
お
よ
そ
半
分
ほ

ど
の
余
裕
ス
ペ
ー
ス
が
生
じ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
活
用
方
法

に
よ
っ
て
は
、
よ
り
市
民
ニ
ー
ズ

に
適
合
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
新
た
に

提
供
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

を
取
り
扱
う
「
地
域
連
絡
所
」
を
、

現
在
の
出
張
所
の
所
在
地
に
残
し

ま
す
。
そ
こ
で
は
、
登
録
等
受
付

事
務
を
外
す
こ
と
に
よ
り
法
に
基

づ
き
正
規
職

員
が
担
っ
て

き
た
実
態
調

査
な
ど
が
不

要
と
な
り
、

嘱
託
等
の
職

員
で
地
域
連

絡
所
の
運
営
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
人
件
費
の
抑

制
を
図
る
と
と
も
に
、
現
在
、
市

役
所
本
庁
舎
の
み
に
設
置
さ
れ
て

い
る
住
民
票
等
証
明
書
の
自
動
発

行
機
を
、
市
民
の
利
用
し
や
す
い

場
所
に
計
画
的
に
増
設
す
る
な
ど

交
付
方
法
の
拡
大
を
検
討
し
、
利

便
性
の
さ
ら
な
る
向
上
を
図
る
と

し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
出
張
所
の
現
状
と
課

題
を
検
証
し
た
結
果
、
こ
の
報
告

書
で
は
、
所
管
区
域
を
定
め
た
出

張
所
条
例
を
廃
止
し
、
現
行
の
出

張
所
の
事
務
か
ら
登
録
等
受
付
事

務
を
外
し
て
こ
れ
を
市
役
所
本
庁

舎
に
一
本
化
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
主
と
し
て
諸
証

明
書
交
付
事
務
と
公
金
収
納
事
務

どのようにどのように
改革するか改革するか

地 域 連 絡 所
　・証明書発行事務
　・公金収納事務
　・取り次ぎ業務
週４日開所（土曜・日
曜日、祝日を除く）
午前８時半～午後５時
職員（嘱託・臨時等）２
～３名対応

地 域 連 絡 所 
（３カ所）

市　役　所 

�
市
民
課
が 

統
括�

連
絡
調
整

　１７年２月１日現在で、全国一斉に�農
林業の国勢調査”といわれる「２００５年農
林業センサス」を実施します。
　この調査は、今後の農林業の政策に役
立てるために、５年ごとに実施される極
めて大切な調査です。
　１月中旬以降、農林業を営んでいる方
の所に調査員が伺い、調査票に農林業の
経営状況など記入していただきますので、
ご協力をお願いします。
　詳しくは総務部総務課統計担当（内線
２３７９）へ。

ご協力ください

２ ０ ０ ５ 年農林業センサス

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
年
も
地
方
自
治
体
を
取

り
巻
く
環
境
は
、
依
然
厳
し

い
状
況
が
続
く
と
予
想
し
ま

す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な

困
難
な
時
代
に
あ
っ
て
も
、

人
は
知
恵
を
出
し
合
い
、
努

力
を
積
み
重
ね
、
そ
の
困
難

な
時
代
を
自
分
た
ち
の
力
で

乗
り
越
え
て
き
た
と
考
え
ま

す
。

　
「
希
望
の
扉
が
開
く
こ
と
」

を
信
じ
て
日
々
の
努
力
を
積

み
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
台
風
の
度

重
な
る
襲
来
で
、
降
雨
量
が

一
時
期
に
集
中
し
た
た
め
に

市
内
の
湧（
ゆ
う
）水
ポ
イ
ン

ト
で
は
、
こ
ん
こ
ん
と
水
が

湧
い
て
い
ま
す
。
私
が
居
住

し
て
い
ま
す
柳
窪
は
、
市
内

の
中
で
は
旧
来
の
風
情
を
数

多
く
残
し
た
地
域
で
、
黒
目

川
の
最
上
流
部
あ
た
り
の
湧

水
量
は
例
年
に
比
べ
て
も
多

い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
黒

目
川
の
最
上
流
部
は
「
歳（
と

し
）と
ら
ず
川
」
で
、「
ど
ん

な
に
水
量
が
多
く
と
も
節
分

を
越
え
て
湧
水
が
あ
る
こ
と

は
決
し
て
な
い
」
と
地
域
の

古
老
は
言
い
ま
す
。
昔
は
節

分
が
歳
を
取
る
区
切
り
で

あ
っ
た
た
め
に
そ
の
よ
う
に

言
わ
れ
る
そ
う
で
す
。

　

市
内
に
は
、
自
然
や
武
蔵

野
の
面
影
を
強
く
残
す
地
域

が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

時
間
が
取
れ
た
と
き
に
は
、

ぜ
ひ
と
も
市
内
を
散
策
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
心
を
和
ま

せ
て
く
れ
る
も
の
が
、
数
多

く
あ
り
ま
す
。

　
「
わ
が
ま
ち
東
久
留
米
」
素

晴
ら
し
い
地
域
で
す
。

今のままの出張所では
市民ニーズに対応しに

くくなっているん
だね。
新しい地域連絡所
としてどう変わっ
ていくのかな？

基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
の
稼
働
（
平
成　

年
）
に
よ
り
、

１５

所
管
区
域
の
意
義
は
薄
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
や
国
民
年

金
の
資
格
取
得
･
喪
失
の
届
け
出

が
出
張
所
で
も
で
き
ま
す
が
、
制

度
が
複
雑
化
し
て
き
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
担
当
課
で
あ
る
保
険
年

金
課
か
ら
離
れ
た
出
張
所
で
は
、

市
民
ニ
ー
ズ
に
一
元
的
に
対
応
し

き
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
市
民
の
高
齢
化
も
あ

り
、
市
役
所
ま
で
出
掛
け
る
の
は

大
変
な
の
で
、
日
常
の
生
活
圏
域

で
諸
証
明
書
を
取
得
し
た
り
税
金

を
納
め
た
り
で
き
る
出
張
所
の
機

能
を
維
持
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要

望
が
あ
り
ま
す
。

市 政 構 造 改 革

選ばれ続ける選ばれ続ける
まちづくりのために⑧まちづくりのために⑧

地 域 連 絡 所 の 概 要地 域 連 絡 所 の 概 要
①市役所出張所を廃止し、その跡に地域連絡所を設置する。

市民部市民課に所属

②地域連絡所の事務は、証明書の発行事務、公金収納事務、

市役所各部署への取り次ぎ（都営住宅申込書の配布等）事務

とする

※地域連絡所は、正規職員が取り扱うことが望ましい事務お

よび出先機関では対応しきれない事務は扱わず、嘱託・臨時

職員等の配置により合理的に事務を遂行し、かつ運営コスト

の削減を図る。

※これまで出張所で行ってきた住民異動届、印鑑登録、国民

健康保険資格得喪失、国民年金資格得喪失は、市役所本庁舎

市民課および保険年金課でのみ取り扱う。

③嘱託・臨時職員等の配置から開所は週４日とする。開所時

間は午前８時半～午後５時

④移行開設時期は１８年５月中をめどとする

⑤一定期間の地域連絡所の利用状況を検証し、再度取り扱い

事務、運営方法の見直しを図る

⑥自動発行機は、市民の利便性および人件費の削減等の効果

が期待できる。市役所本庁舎以外の市民の利用しやすい場所

への増設を検討する

⑦地域連絡所への移行による機能の縮小とそれに伴う従事職

員の減員などにより生じる余裕スペースの活用を図る


